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長期優良住宅認定申請 手数料 

■当初認定申請（法第５条） 

 ✧ ౪౫౬౭౮౯一戸建ての住宅 

添付図書 新築 増築または改築※ 

確認書・住宅性能評価書 ８，０００ １３，０００ 

なし ５７，０００ ８５，０００ 

  ౻౼౽౾౿ಀ共同住宅等（一戸建ての住宅以外） 

添付図書 新築 増築または改築※ 

確認書・住宅性能評価書 １７，０００ ２５，０００ 

なし １２７，０００ １９４，０００ 

  ※既存又は改修（法第５条第６項または第７項）の場合も同額 

■変更認定申請（法第８条） 

  ౪౫౬౭౮౯一戸建ての住宅 

添付図書 新築 増築または改築※ 

確認書・住宅性能評価書 ４，０００ ６，５００ 

なし ２８，５００ ４２，５００ 

  ౻౼౽౾౿ಀ共同住宅等（一戸建ての住宅以外） 

添付図書 新築 増築または改築※ 

確認書・住宅性能評価書 ８，５００ １２，５００ 

なし ６３，５００ ９７，０００ 

  ※既存又は改修（法第５条第６項または第７項の認定を受けたもの）の場合も同額 

■譲受人の決定（法第９条第１項）、管理者の選任（法第９条第３項） ２，２００円 

 

■地位の承継（法第１０条） ２，２００円 

 

 ؎؏ؐ建築基準関係規定の適合についての審査の申出があった場合 

  上記の表の手数料＋建築確認申請手数料（令和７年４月１日施行の手数料条例第６

条第１項）＋構造計算適合性判定手数料※※ 

  ※※１７４，６００円（大臣認定プログラムによる場合は１２０，７００円） 

 


